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１【提出理由】

当社は、2025年12月16日開催の取締役会において、分割準備会社として100％子会社となる株式会社魁力屋分割準備

会社（以下「分割準備会社」）を2026年１月（予定）に設立するとともに、2026年３月下旬に開催予定の当社定時株

主総会において承認可決が得られることを条件として、2026年７月（予定）を効力発生日として当社の「京都北白川

ラーメン魁力屋」を運営するラーメン事業を吸収分割（以下「本件吸収分割」といいます。）の方法により分割準備

会社に承継させることを決議しました。これに伴い、金融商品取引法第24条の５第４項及び企業内容等の開示に関す

る内閣府令第19条第２項第７号の規定に基づき、本臨時報告書を提出するものであります。

 

２【報告内容】

１．当該吸収分割の相手会社に関する事項

(1) 商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社魁力屋分割準備会社

本店の所在地 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地

代表者の氏名 代表取締役社長　田口　剛

資本金の額 10百万円

純資産の額 10百万円

総資産の額 10百万円

事業の内容 「京都北白川ラーメン魁力屋」を中心に運営する飲食事業
 

 
(2) 最近３年間に終了した各事業年度の売上高、営業利益、経常利益及び純利益

2026年７月に設立予定であるため、確定した事業年度はありません。

 
(3) 大株主の名称及び発行済株式の総数に占める大株主の持株数の割合

株式会社魁力屋　　100％

 
(4) 提出会社との間の資本関係、人的関係及び取引関係

資本関係 当社100％出資の子会社として設立される予定です。

人的関係 当社より役員を派遣する予定です。

取引関係 営業を開始していないため、当社との取引関係はありません。
 

 
２．当該吸収分割の目的

当社は「日本の食文化と『おもてなしの心』で世界中を笑顔に！」を経営ビジョンに掲げ、「京都北白川ラーメン

魁力屋」を主軸として、関東、東海、関西など三大都市圏を中心に店舗を展開しております。大都市圏に加えて地方

都市での加速度的な店舗展開を行うべく、直営店及び社内独立支援制度による社内ＦＣC店に加えて、フランチャイズ

（ＦＣ）事業も展開しております。また、2024 年11 月にアジア展開の拠点として台湾魁力屋国際股分有限公司を設

立するとともに、2025年６月にラーメン店を中心に店舗運営する株式会社グランキュイジーヌの子会社化を実施し、

事業を拡大しております。

当社は、大規模かつ急速な環境変化の中で果敢に成長戦略を推進すべく、「グループ経営の推進」、「将来的な

Ｍ＆Ａ ・海外展開への備え」、「ブランド戦略の明確化」、「採用・育成の強化」等を持株会社体制移行の目的とし

ております。持株会社はグループ経営機能に特化しグループ全体戦略策定や経営資源配分を行い、事業会社は各事業

に専念し事業展開を行うことにより、当社グループの企業価値向上を目指してまいります。

（注）台湾魁力屋国際股分有限公司の社名は中国語繁体字を含んでいるため、日本語常用漢字で代用しておりま

す。

 
 
３．当該吸収分割の方法、吸収分割に係る割当ての内容その他の吸収分割契約の内容

(1) 吸収分割の方法
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当社を分割会社とし、当社100%子会社である分割準備会社を承継会社とする吸収分割です。

 
(2) 吸収分割に係る割当ての内容

　本件吸収分割に際して、承継会社から当社に対し承継対象権利義務に代わる金銭等の交付を行う予定はありませ

ん。

 
(3) その他の吸収分割契約の内容

ア.承継する権利義務

本件吸収分割により、承継会社は効力発生日において当社の営む飲食事業に係る資産、負債、その他の権利義務

（別段の定めのあるものを除く）を承継します。また、グループとしての経営資源配分合理化の観点から、当該事業

に係る一部の固定資産については、持株会社としての当社が管理する予定です。なお、承継会社が当社から承継する

債務につきましては、重畳的債務引受の方法によるものといたします。

 
イ.当該吸収分割の日程

会社分割の実施及び分割準備会社設立承認の取締役会決議 2025年12月16日

吸収分割契約承認の取締役会決議 2025年12月16日

分割準備会社の設立 2026年１月下旬（予定）

吸収分割契約締結 2026年２月下旬（予定）

吸収分割契約承認の株主総会決議（分割準備会社） 2026年３月26日（予定）

会社分割の予定日（効力発生日） 2026年７月１日（予定）
 

 
ウ.当該吸収分割に伴う新株予約権及び新株予約権付社債に関する取扱い

該当事項はありません。

 
エ．当該吸収分割により増減する資本金

本件吸収分割による当社の資本金に増減はありません。

 
４．吸収分割に係る割当ての内容の算定根拠

当社の完全子会社を承継会社とした吸収分割であることから、本件吸収分割に際して、承継会社から当社に対し、

承継対象権利義務に代わる金銭等の交付を行う予定はありません。

 
５．当該吸収分割の後の吸収分割承継会社となる会社の商号、本店の所在地、代表者の氏名、資本金の額、純資産の

額、総資産の額及び事業の内容

商号 株式会社魁力屋

本店の所在地 京都市中京区烏丸通錦小路上る手洗水町670番地

代表者の氏名 代表取締役　田口　剛

資本金の額 10百万円

純資産の額 10百万円

総資産の額 10百万円

事業の内容 「京都北白川ラーメン魁力屋」を中心に運営する飲食事業
 

以　上
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